
平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

01 農地・水・環境保全向上対策（共同活動支援）

施策
　１ 事業の目的

地域の将来構想を策定することを前提に、地域全体で行う農地や農業用水等の地域資源の保
全向上活動を支援する。

　
　２ 事業の内容

（１）基礎支援
　地域資源の保全向上活動に取り組む活動組織（農家以外の者も参画）に対し、地域協議会が
支援交付金を交付するのに要する経費に助成 
（２）加算措置
　共同活動等において、広域での取組を強化する活動組織に対し、協議会が交付金を交付
（H24新規）

　３ 事業の現状及び課題

（１）これまで、農家が共同活動により行ってきた農地・農業用水等の資源の保全管理について
は、
　ア　 農家の減少や高齢化等の進展により、保全管理の体制が危機的な状況になりつつある。
　イ　加えて、産業施策として推進中の担い手の育成の進展のためには、人手のかかるこれら
資源の保全管理がネックとならないようにする必要がある。 
（２）地域農業を持続・発展させるためには、担い手だけでなく、地域住民全体の理解と協力を得
て、このような資源の保全管理の活動を永続させることが不可欠。

【実施市町村】　
平成２４年度　３８４地区（鳥取市他）実施

実績
　　　
平成２４年度実績
　○取組市町数：１４市町
　○取組組織：３８４組織
　○取組面積：９，６６１ｈａ

連絡先
　　　農林水産部 農地・水保全課 企画・保全支援担当 電話0857-26-7334

参考URL　　　
鳥取県農地・水保全課のwebサイトより
　「農地・水・農村環境保全向上対策」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=41402

平成２２年度施策 　　平成２３年度施策
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

02 ため池等整備事業

施策
　１ 事業の目的

老朽化の進んだ農業用ため池の改修整備を行い、継続して営農に使用できるようにす
るとともに大雨等による決壊等を未然に防ぎ、周辺地域の浸水被害を防止する。

　
　２ 事業の内容

ため池整備工事
　　災害発生のおそれがあるため池の整備
　　　ア　堤体の改修
　　　イ　洪水吐の改修
　　　ウ　取水施設の改修

　３ 事業の現状及び課題

取り組み状況
　　【平成２４年度】
　　　　県営　４地区の実施（鳥取市、八頭町、倉吉市）

実績
　　　
平成24年度実績
　　県営5地区の実施（鳥取市（鹿野・今市地区、山上・水根地区）、八頭町（私都地区）、倉吉
市（上神・寺谷地区、天神野地区））実施

連絡先
　　　農林水産部 農地・水保全課 水資源・防災担当 　電話0857-26-7323

参考URL　　　
鳥取県農地・水保全課のwebサイトより
　「ため池等整備事業」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=41394
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

03 有機・特別栽培農産物等総合支援事業

施策
　１ 事業の目的

　有機・特別栽培農産物の生産を推進するため、「鳥取県有機・特別栽培農産物推進
計画」（平成１９年１２月策定）に基づき、栽培技術の体系化を図るとともに、研修会等
を開催し生産者の育成強化を図る。また、消費者に向けて生産者の取組や制度等を
積極的にＰＲ。
　平成２３年度に「鳥取県有機・特栽推進計画」を見直し、平成３０年度末の施策目標
を有機・特栽面積1,500haに設定。

　
　２ 事業の内容

（１）認定・認証業務
　・有機農産物の認定・特別栽培農産物の認証業務 
（２）技術開発と普及
　・有機実証モデル展示ほの設置（７か所）
　・有機・特栽農業推進塾の開催 （年4回）
　・地域研究会の開催 （県内3か所）
　・有機のたまご育成事業（有機志向生産者に対する有機JAS認定事業者によるほ場
での栽培指導）
　・有機・特栽生産技術支援事業 
（３）消費者PR
　・直売・イベントでの展示PR 
（４）販路開拓・情報発信
　・消費者交流・マッチング支援事業
（５）事業推進
　・有機・特栽推進協議会の開催（年1回）　

　３ 事業の現状及び課題

（１）現状
　鳥取県特別栽培農産物認証面積
　　２２８団体　１，１５９ha（平成２３年度末現在）
　県内有機農産物認定面積　（県外認定含む）
　　２９団体　４１ha（平成２３年度末現在）
　
（２）課題
　・野菜分野での生産技術の体系的整理が不十分
　・小規模生産者が多く、自力での販路開拓が難しい
　・生産者間のつながりができつつあるが、技術・販路等の情報を交換する機会が必
要
　・消費者・生産者の有機・特栽制度自体の認知が不十分

実績
　　　
特別栽培農産物認証面積（平成２４年度末現在）
　１，２３４ha（２４０団体）

有機ＪＡＳ認証実績（平成２４年度末現在、有機農産物は県外認証を含む）
　有機農産物：４１ha（２８件）、有機加工食品１１件、小分け４件、有機農産物加工酒類製造証明２件

連絡先
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　　　農林水産部 生産振興課 生産環境担当　電話0857-26-7415

参考URL　　　
 鳥取県生産振興課のwebサイトより
　　「有機農産物・特別栽培農産物に関すること、農薬の適正使用に関すること」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=63864
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

04 農業資材適正使用推進対策事業

施策
　１ 事業の目的

　肥料及び農薬の販売業者等に対する監視指導を行い、肥料の品質保全と適正な農薬の保管
管理を図るとともに、県民への適正な使用について普及啓発を実施する。

　
　２ 事業の内容

（１）農薬安全使用推進対策事業（農薬取締法に基づく事務等）
・農薬の適正使用の指導及び啓発
・農薬販売店の届出に係る事務
・農薬販売店への立入検査
・農薬適正使用推進研修の実施
　農薬の販売者及び使用者に対し、農薬に関する正しい知識や関係法令の内容を周知するた
めの研修会を開催

（２）肥料対策費（肥料取締法に基づく事務等）
・肥料販売業者、特殊肥料の生産業者の届出に係る事務
・普通肥料の登録に係る事務（有機質肥料等に限る）

　３ 事業の現状及び課題

・監視指導計画に基づき農薬販売店へ定期的な立入検査を実施
・農薬危害防止運動の実施（６月～９月）
・農薬適正使用推進研修会の開催を計画
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実績
　　　平成２４年度実績
　　農薬販売店立入検査件数　１２３件

連絡先
　　　生活環境部くらしの安心局 くらしの安心推進課　くらしの安全担当 電話：0857-26-7877

参考URL　　　
鳥取県くらしの安心推進課のwebサイトより
　「農薬・肥料」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=43260
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

05 鳥取県農業農村整備事業の環境配慮に係る意見交換会

施策
　１ 事業の目的

　農業農村整備事業のうち農業生産基盤整備を行う土地改良事業について、平成１３
年の土地改良法改正により事業実施の原則として「環境との調和に配慮すること」が
位置付けられたため、自然との共生の持続性を確保するとともに、客観性と透明性を
確保した仕組みを設けることを目的とする。

　
　２ 事業の内容

　農業農村整備事業の実施に際し、学識経験者や農村居住者等で構成する第三者委
員会（常任委員６名、非常任委員数名）を組織し、意見を聴取するための委員会を開
催。
対象地区は、新規着手予定地区及び大幅な計画変更を予定している地区とし、意見
交換の結果は、ホームページ上で公開。

　３ 事業の現状及び課題

　平成２４年度の取組状況　県営　６地区、団体営　３地区

実績
　　　
【平成２４年度実績】
　　　県営　　 ６地区（鳥取市、倉吉市、琴浦町、大山町、江府町）実施
　　　団体営　３地区（鳥取市、岩美町、、湯梨浜町）実施

連絡先
　　　農林水産部 農地・水保全課 企画保全支援担当 電話0857-26-7334

参考URL　　　
鳥取県のwebサイトより
　「鳥取県農業農村整備事業の環境配慮に係る意見交換会 」
http://db.pref.tottori.jp/shingikai.nsf/032e6d23fd4a6335492568cb00197631/84ab9c9a
8b2d598749256c6b000c56c3?OpenDocument
平成２２年度施策
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

06 エコファーマーの推進

施策
　１ 事業の目的

　堆肥による土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の削減を一体的に行う持続性の高
い農業生産方式の導入を促進する。

　
　２ 事業の内容

　エコファーマーとは「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基
づき、堆肥等を使った土づくりと化学肥料・化学農薬の資料の低減を一体的に行う農
業者の愛称である。環境保全型農業に取り組む農業者を支援するため、持続性の高
い生産方式の計画（目標年：５年後）を立てた農業者を県が認定する。

　３ 事業の現状及び課題

　鳥取県内のエコファーマー累計認証数（平成２３年度末）　４，１９８件

実績
　　　
鳥取県内のエコファーマー累計認証数（平成２４年度末）　４，２１５件

連絡先
　　　農林水産部 生産振興課　生産環境係 電話0857-26-7415

参考URL　　　

鳥取県生産振興課のwebサイトより
　「エコファーマー」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=42492
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

07 環境保全型農業直接支援対策

施策
　１ 事業の目的

　地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者等に対し、直接
的な支援を行う「環境保全型農業直接支援対策」を実施している。

　
　２ 事業の内容

（１）支援対象者
　　　 エコファーマー認定を受けていること及び農業環境規範に基づく点検を行っていることの要
件を満たす、販売を目的として生産を行う農業者、集落営農（農業者グループ）。

（２）支援対象取組
　　　 地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い以下の取組み。
 　　ア　化学肥料、化学合成農薬の5割低減＋カバークロップ作付
 　　イ　化学肥料、化学合成農薬の5割低減＋リビングマルチ又は草生栽培
 　　ウ　化学肥料、化学合成農薬の5割低減＋冬期湛水管理
 　　エ　有機農業

（３）支援水準
　　　  ８，０００円／１０ａ
 
（４）事業実施期間
　　   平成２３年度～

　３ 事業の現状及び課題

　環境保全型農業については、新たな食料・農業・農村基本計画に基づき、地球温暖化防止や
生物多様性保全に効果の高い営農活動の普及拡大を図っていくことが必要です。そのために
は、意欲ある農業者がより環境保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に、環境保全型農
業の取組に対して幅広く支援を行っていくことが必要です。

実績
　　　平成２４年度実績
　　　○取組市町村数：１４市町
　　　○申請件数：１０６件
　　　○取組面積：２２４ｈａ

連絡先
　　　農林水産部 農地・水保全課 企画・保全支援担当 電話0857-26-7336 

参考URL　　　
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

08 農地を守る直接支払事業

施策
　１ 事業の目的

　中山間地域における農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するために平
成１２年度から全国で中山間地域等直接支払制度（県事業名：農地を守る直接支払事
業）が実施されている。

　
　２ 事業の内容

　中山間地域等において、農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行
うことにより、農業生産活動や多面的機能の確保を図る。 

【対象地域】
（１）特定農山村法、山村振興法、過疎法に指定されている地域（３法指定地域） 
（２）（１）以外で知事が指定した地域
　ア　農林統計上の中間農業地域及び山間農業地域
　イ　３法指定地域に地理的に接する地域
　ウ　農林業従事者割合、人口集中地区からの距離、人口減少率等が一定の要件を
満たす地域

【対象行為】
　対象地域内の農業生産条件の悪い農地について、耕作放棄の防止等を内容とする
集落協定又は認定農業者等が耕作放棄される農地を引き受ける場合の個別協定に
基づき、５年以上継続される農業生産活動等

【実施市町村】
　１７市町（対象地域のない境港市及び日吉津村を除く県内全市町）において実施中

　３ 事業の現状及び課題

　中山間地域の農業・農村地域が有する水源かん養機能、洪水防止機能等の多面的
機能により、下流地域の都市住民を含む多くの国民の財産や豊かな暮らしが守られて
いる。
　一方、中山間地域では高齢化の進展の中で、平地に比べ自然的・経済的・社会的条
件が不利な地域であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により、多面的
機能が低下し、結果的に国民全体にとって大きな損失が生じることが懸念されている。

実績
　　　平成２４年度実績
　　　○実施市町村数：１７市町
　　　○協定締結数：６８６協定
　　　○交付面積：８，０２３ｈａ

連絡先
　　　農林水産部 農地・水保全課 企画・保全支援担当 電話0857-26-7336

参考URL　　　

鳥取県農地・水保全課のwebサイトより
　「中山間地域等直接支払制度」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64412
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

09 とっとり環境の森づくり事業

施策
　１ 事業の目的

　県民全体が恩恵を受け、県民共通の財産である森林の公益的機能（水資源のかん
養、県土の保全等）を持続的に発揮させるため、広く薄く偏りのない森林環境保全税に
よる県民の負担により森林の保全を行うとともに、森林を県民みんなで守り育てる意識
の醸成を図る。

　
　２ 事業の内容

（１）とっとり環境の森緊急整備事業
　　手入れがされず放置された奥地の水源林などを対象に、間伐や荒廃地の条件整
備を行ない森林の機能回復を図る。 
（２）とっとり県民参加の森づくり推進事業
　　ボランティア、ＮＰＯ団体等が実施する森づくりへの参加を促す森林体験企画等を
支援 
（３）森林の保全・整備
　ア　森林の間伐を支援（保安林の場合：所有者負担を1.5割に軽減、普通林の場合：
所有者負担を2割に軽減）
　イ　作業道の整備を支援（所有者負担を1.5割に軽減） 
（４）竹林対策
　竹林の拡大防止及び適正管理を支援。
　　・竹林の伐採・植林、森林への侵入竹の駆逐を支援（所有者負担を1.5割に軽減）
　　・放置竹林の抜き伐り、循環利用型皆伐、竹林整備のための管理道及びアクセス
道開設を支援
　　・竹林整備実施個所の効果検証
（５）森林景観対策
　景観向上のための枯損木の伐採等を支援
（６）再造林による森林再生
　モザイク林造成のための再造林を支援（所有者負担を１.5割に軽減） 
（７）制度の普及啓発
　税の仕組み、使途事業などの県民周知（各種広報）

　３ 事業の現状及び課題

　事業の周知が進み、税収を超える実施要望があるため、優先順位を付けて実施して
いる。

実績
　　　（１）とっとり環境の森緊急整備事業：面積１１ヘクタール 
（２）とっとり県民参加の森づくり推進事業：２３団体
（３）保安林の保全・整備
　ア　保安林の間伐を支援：面積７８９ヘクタール
　イ　作業道の整備を支援：延長７３，１２１メートル 
（４）竹林対策
　ア　竹林の伐採・植林、森林への侵入竹の駆逐を支援：２２ヘクタール
　イ　放置竹林の抜き伐り、循環利用型皆伐、竹林整備のためのアクセス道開設を支援：面
積２７ヘクタール、延長６４１メートル
　ウ　竹林整備実施個所の効果検証：鳥取大学に委託して検証を実施
（５）森林景観対策：面積３１ヘクタール
（６）再造林による森林再生：要望がなく、実績なし 
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（７）制度の普及啓発：各種イベントにおいて、パネル展示等によりＰＲを実施

連絡先
　　　農林水産部　森林づくり推進課　電話0857-26-7304

参考URL　　　
鳥取県森林・林業振興局のwebサイトより
　「森林環境保全税」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=100906
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

10 とっとり共生の森支援事業

施策
　１ 事業の目的

　企業等による環境保全活動に、県内の森林を活用していただくため、県と地元市町村が連携・
協力し、森林所有者と企業等との架け橋となり、地元との調整や企業等の行う森林保全活動の
支援を行う。
《 期待される効果 》
（１）森林の保全・整備の促進
（２）企業等との交流による地域の活性化と県民の森林に対する理解の促進
（３）それぞれの企業等にとっての目的の達成（水資源の確保、二酸化炭素の削減、職員研修

　
　２ 事業の内容

（１）制度、実績等を企業や県民に広く情報発信
　・ホームページ、パンフレット、展示パネルなどによるＰＲ
（２）企業等の参画促進と森林保全活動への支援
　・企業へのＰＲ活動
　・保全活動の計画、実施に対する支援
（３）県民参画型の活動の推進（とっとり共生の森サポーター、美鳥大使）
（４）第64回全国植樹祭のプレ植樹祭（鳥取県植樹祭）に参加し、全国植樹祭への気運を高め
る。
（５）意見交換会の開催

　３ 事業の現状及び課題

　県内外の企業・団体１５社が参画し、１７箇所の森林において保全活動を実施中。
　 しかし、景気を巡る環境は一段と厳しさを増しており、「とっとり共生の森」のようなCSR活動に
伴う支出や活動内容の検討に対する企業側の負担感は一段と増している模様。
　平成２５年度に鳥取県で行う「第64回全国植樹祭」を盛り上げるため、当日の各企業の参加
と、「とっとり共生の森」の活動への県民の参画を推進する必要がある。

実績
　　　企業等の森林活動フィールドとして鳥取の森林を積極的にPRするとともに、企業等が様々な手法
で森林を管理育成する取り組みにおいて、県内の森林資源が有効に活用されるようコーディネートを
行った。

○とっとり共生の森新規参入企業・団体
　　人形峠環境技術センター安全等連絡協議会 （平成２４年７月１２日）　　
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連絡先
　　　農林水産部　森林づくり推進課　電話0857-26-7335

参考URL　　　
鳥取県森林・林業振興局のwebサイトより
  「とっとり共生の森」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=100905
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

11 森林J-VER推進事業

施策
　１ 事業の目的

　県内の森林を活用したカーボン・オフセットを推進し、企業等からの資金を活用した
新たな森林整備を進めるため、県内のオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）を活用した取り
組みを推進する。

　
　２ 事業の内容

（１）県有林Ｊ－ＶＥＲモデル事業
　県有林でモデル的に取り組んでいるＪ－ＶＥＲについて、認証を引き続き取得し、企
業に販売する。
　モデル事業を県内外にＰＲすることで、Ｊ－ＶＥＲを普及する。
　　○「県有林Ｊ－ＶＥＲプロジェクト」の期間：平成２１年度～２４年度

（２）森林Ｊ－ＶＥＲ取得支援事業
　県内の森林Ｊ－ＶＥＲの取得、販売を推進するため、Ｊ－ＶＥＲの取得に係る経費を助
成する。
　　○対象：民間事業者、ＮＰＯ等（市町村、造林公社は除く）
　　○補助対象：Ｊ－ＶＥＲの認証取得に係る費用
　　　　　　　　（妥当性確認費用、モニタリング費用、検証費用、申請委託費用）
　　○補助率：１／２

（３）Ｊ－ＶＥＲとっとりの森を守る優良企業等の認定
　県内の森林Ｊ－ＶＥＲ（県有林以外）を購入し、カーボン・オフセットに取り組む企業、
団体を認定する。

　３ 事業の現状及び課題

（１）県有林Ｊ－ＶＥＲモデル事業
　○取得したＪ－ＶＥＲを、Ｊ－ＶＥＲ地域コーディネーター等と連携し販売している。
　　　　発行量　１，００３トン
　　　　販売量　　　７８３トン（７８％）（１０社２団体、１２，３４６千円）
　　　　残数　　　 　２２０トン
　○平成２４年度に追加認証取得予定（４１４トン）。
　○兵円の植林プロジェクトについて登録済み。

（２）森林Ｊ－ＶＥＲ取得支援事業
　○県内の森林所有者等がＪ－ＶＥＲプロジェクトに取り組んでいる。
　　（認証済み：３、登録済み：１、申請中：３）
　　　　発行量　５，０６０トン
　　　　販売量　　　７８２トン（１５％）（４社２団体）
　　　　残量　　４，２８２トン

　（課題）Ｊ－ＶＥＲ制度の普及を図り、販売を推進する。

実績
　　　（１）県有林Ｊ－ＶＥＲモデル事業
　　○平成２２～２３年度に取得したＪ－ＶＥＲを販売
　　　　　販売可能量　　１，４３１トン　（Ｈ２２：６０３トン、Ｈ２３：４００トン、H２５：４２８トン）
　　　　　販売実績　　　 １、１８１トン（８２％）（１４社４団体、１８，６１４，３０９円）
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　　　　　残数　　　　　　　　 ２５０トン

（２）森林Ｊ－ＶＥＲ取得支援事業
　　○県内で１２のＪ－ＶＥＲプロジェクトが動いている
　　（認証済み：５、登録済み：４、申請中：３）

連絡先
　　　農林水産部　森林づくり推進課　 電話0857-26-7304

参考URL　　　
鳥取県森林・林業振興局のwebサイトより
   「カーボン・オフセットの推進」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=123597
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

12 木造住宅生産者団体活動支援事業

施策
　１ 事業の目的

　木造住宅への県産材利用促進や伝統技術の普及・継承に取組む民間団体を支援し、もって
地場産業を振興するとともに、県産材の需要拡大を通じて森林環境の保全に資する。

　
　２ 事業の内容

　木造住宅生産者団体が県民を対象に実施する、県産材を利用した木造住宅の普及等を目的
とした取組みを支援する。　  
　補助率：１／２（国：４５／１００、県：５５／１００）

　３ 事業の現状及び課題

複数の地元工務店が連携して、イベントの企画、運営を行うことにより団体としての結束力の向
上や地元建築業界の育成に繋がった。
今後イベントの来訪者の拡大を図るために、より来場者を引きつけるイベントの企画を検討する
ことが必要。

実績
　　　

団体名 事業内容 事業費と交付決定額

（社）鳥取県木造住宅
推進協議会

木造住宅の普及及び県産材の利用拡大を図る
ため、「木の住まいフェア」を開催
　東部（１０月１３，１４日）鳥取産業体育館
　中部（１０月２８日）ＪＲ倉吉駅前広場
　西部（９月２２日）米子産業体育館

事業費：5,091,017円
補助額：2,500,000円

「住まい・職人の技ｉｎく
らよし」実行委員会

県民に伝統技術、木を活かした住宅に親しみ、
活用をすすめていただくため、「２０１２住まい・
職人の技ｉｎくらよし」を開催
　１１月１７，１８日　倉吉淀屋（牧田家住宅）

事業費：900,000円
補助額：440,000円

連絡先
　　　生活環境部くらしの安心局住宅政策課 企画担当 電話0857-26-7408

参考URL　　　
鳥取県住宅政策課のwebサイトより
　「木造住宅生産者団体活動支援事業」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=17685
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

13 治山事業

施策
　１ 事業の目的

（１）森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全する。
（２）水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図る。

　
　２ 事業の内容

（１）荒廃森林等の復旧・整備等
（２）水源かん養機能や土砂流出防止機能等を維持強化するため、森林の整備等
（３）異常な天然現象による施設及び新たに発生した荒廃森林等において復旧整備

　３ 事業の現状及び課題

　近年、林業経営の悪化により、森林の荒廃が進み、さらに、台風や集中豪雨等の異
常気象により山地災害が多発する傾向にあり、整備が追いついていない状況にある。
　「鳥取県の将来ビジョン」において「平成３０年度末の山地災害危険地区（３，３７４箇
所）整備率３８％」を掲げており、目標達成に向け、緊急度の高い箇所から順次、計画
的に整備を行っていく必要がある。

　その他
　　　４　事業の目標
　　　
山地災害危険地区整備目標（～H23　1211箇所整備済み）

山地災害危険地区１０箇所整備平成２４年度

整備済数 1221箇所 整備率 ３６．２％

山地災害危険地区１０箇所整備平成２５年度

整備済数 1231箇所 整備率 ３６．５％

山地災害危険地区１０箇所整備平成２６年度

整備済数 1241箇所 整備率 ３６．８％

山地災害危険地区１０箇所整備平成２７年度

整備済数 1251箇所 整備率 ３７．１％

※平成２４年度は３７箇所（地区）について事業実施中
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実績
　　　
平成２４年度実績
山地災害危険地区数　12箇所
整備済数　１２２３箇所　整備率　３６．２％

連絡先
　　　県土整備部 治山砂防課 治山係 電話0857-26-7695

参考URL　　　
鳥取県治山砂防課のwebサイトより
　「治山事業とは」 
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=66121
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

14 ナラ類集団枯損被害の初期防除と拡大防止手法の開発

施策
　１ 事業の目的

本県の重要な落葉広葉樹であるナラ類がカシノナガキクイムシによって枯損している
が、このナラ類集団枯損が大山町に飛び火的に発生した。このため、被害の初期防除
と被害拡大防止のための実証試験を行う。

　
　２ 事業の内容

従来から行われている被害木の地上部処理に加えて、根株及び根系部へのNCS燻蒸
処理による殺虫効果等を検証し、初期被害地の完全防除の可能性を明らかにする。
同時に、カシノナガキクイムシの生息密度を低下させるために、粘着シートによるカシ
ノナガキクイムシの捕獲数を調べ被害予防効果を検証する。また、大山町被害地周辺
への被害拡大を未然に防止するために、粘着シートを用いたモニタリングを行う。

　３ 事業の現状及び課題

　大山町内の初期被害地で、被害枯死木の駆除と根株トラップによる脱出成虫の捕獲
（写真）を行うとともに、被害生残木の樹幹トラップによる脱出成虫の捕獲を行った結
果、同地内で新たな枯死木は一本も発生しなかった。しかし、穿入生残木が２９本発見
されたため、継続的な防除を行っていく必要がある。

実績
　　　同地内の初期被害地で、被害枯死木の根株トラップと粘着シートによる脱出成虫の捕獲
（写真）を継続して行った結果、新たな枯死木は一本も発生しなかった。ただし被害生残木が
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周辺に残っている可能性があるので、今後も継続的なモニタリング及び防除を行う必要があ
る。

連絡先
　　　農林水産部 農林総合研究所 林業試験場 森林管理研究室 電話0858-85-2511

参考URL　　　
農林総合研究所林業試験場のwebサイトより

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=70824
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-3 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

15 ハイブリッド無花粉スギの創出

施策
　１ 事業の目的

　これからのスギの造林品種として、材質強度に優れるもの、スギカミキリに強いもの、雪害に
強いもの等が求められる。これら品種が花粉をつけない無花粉ｽｷﾞであれば利用価値が高ま
る。そのためには、鳥取県産の無花粉スギという材料を準備し、有用形質を備えた品種に無花
粉遺伝子を取り込んだハイブリッド無花粉スギを創出する。

　
　２ 事業の内容

（１）探索：県内の木から無花粉スギを見つけ出す。
（２）材料作り：鳥取県産無花粉スギを作る
（３）開発：無花粉遺伝子マーカーを開発する

　３ 事業の現状及び課題

無花粉スギは全国で2品種発見されているが、いずれも表日本のもので本県には導入できない
（林業種苗法により配布区域が決められている）。したがって、県独自あるいは種苗配布区域内
の材料を用いて鳥取県の造林材料として相応しい無花粉スギを作る必要がある。

実績
　　　
１　無花粉スギの材料づくり
　無花粉遺伝子をヘテロで持つ石川県スギ精英樹「珠洲2号」の花粉を用い、県内精英樹3クローン及び
天然スギ7クローンについて人工交配を行い、平成24年11月に球果及び種子の状態を調べた。その結
果、萎縮した球果が数クローンに認められたが、正常と見なせるものが91%と高く、人工交配が適正に
行われたと考えられた。種子の発芽率は最小1%、最大56%と変動した。発芽率が低いクローンの種子は
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未熟なものが多かった。
２　無花粉遺伝子を保有する県内スギの探索及び創出
　県内スギ精英樹24クローン、天然スギ13クローン、スギカミキリ抵抗性品種1クローンについて、無花
粉遺伝子の保有判定をおこなうために珠洲2号との人工交配を行った。

連絡先
　　　農林水産部 農林総合研究所 林業試験場 森林管理研究室 電話0858-85-2511

参考URL　　　
農林総合研究所林業試験場のwebサイトより

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=70824
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